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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第104期

中間会計期間
第105期

 中間会計期間 
第104期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (千円) 12,716,937 12,495,769 37,247,627

経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,772,382 △1,802,031 1,277,064

当期純利益又は中間純損失（△） (千円) △1,223,224 △1,327,419 884,947

持分法を適用した場合の投資損失
（△）

(千円) △45,513 △23,301 △93,515

資本金 (千円) 7,469,402 7,469,402 7,469,402

発行済株式総数 (株) 5,976,205 5,976,205 5,976,205

純資産額 (千円) 24,886,128 26,174,073 27,037,947

総資産額 (千円) 44,126,783 46,288,803 43,508,953

１株当たり当期純利益金額又は１
株当たり中間純損失金額（△）

(円) △210.65 △229.81 152.52

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 70.00

自己資本比率 (％) 56.40 56.55 62.14

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 587,492 1,207,450 5,165,354

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △559,802 △2,055,711 △653,747

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 8,016 △50,825 △3,032,451

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 1,172,203 1,716,580 2,615,667
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が会社

の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリス

クの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 業績の状況

当中間会計期間における菓子・食品業界は、インバウンド需要やサービス消費の回復により緩やかな回復基調を

維持しました。一方で、原材料価格や人件費の高騰、エネルギー価格の高止まりなどによる物価上昇、実質賃金の

伸び悩みが個人消費を抑制し、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社は「中期経営計画－中村屋2027ビジョン－」に掲げた基本方針に基づき、構造改革

と売上拡大の基盤づくりを進めてまいりました。

具体的には、菓子ビジネスでは、ギフト商品のカジュアル化を進めるとともに、日常使いの‘デイリー菓子’の

定番化を目指し季節品の拡充などの施策を行いました。中華まんビジネスでは、春夏の需要創造を目指し季節限定

の新商品を展開するとともに、量販店での試食販売を行い、朝食としての利便性を訴求することで、中華まんが年

間を通じて「手軽に食べられる食」として定着するための取組みを継続しました。食品ビジネスでは、市販食品・

業務用食品ともに、新商品の投入やレストランで培った調理技術を活かした商品の開発・提案を通じ、売上の拡大

に努めました。また、原価高騰に対応するべく、不採算商品、不採算販路の集約などによる生産性向上や業務効率

化によるコスト削減を図るとともに、一部の商品において価格改定や規格変更を実施し、収益体質の強化を図りま

した。

以上のような営業活動の結果、当中間会計期間の売上高は、12,495,769千円 前年同期に対し221,168千円の減収

となりました。

利益面では、神奈川工場の一部閉鎖に伴う、固定資産の耐用年数の短縮及び基幹システムの更新による一時的な

費用増加の影響により、営業損失は1,930,131千円 前年同期に対し73,318千円の減益、経常損失は1,802,031千円 

前年同期に対し29,649千円の減益、中間純損失は1,327,419千円 前年同期に対し104,196千円の減益となりました。

 
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 菓子事業

菓子類では、親しい間柄で贈り合うギフトの需要拡大に対応するため、主力商品「月の菓」と新商品「月の

菓　栗」を詰め合わせた「月の菓詰合わせ」を新発売しました。夏のデザート類では、あんみつを詰め合わせた

「夏あつめ」を新発売し、多様化するギフト需要への対応に努めました。キャラメル菓子専門ブランド「CARAMEL

MONDAY」は、より身近なシーンでもお楽しみいただけるよう、量販店等で展開する姉妹ブランド「CARAMEL

MONDAYの朝」の展開を開始しました。

日常使いの‘デイリー菓子’類では、本格的な仕立ての「逸品どら焼」と、専門店の味わいを量販店で手軽に

お求めいただける「どら焼」シリーズの製法見直しによる品質改良を実施し拡販を図りました。また、シーンを

選ばず「好きな時に好きなものを食べられる喜び」を提供するため、「少量・食べきりサイズでも満足できる、

濃厚な味わい」をコンセプトにした「ちょこっとわらび黒糖」「ちょこっと安納芋」の２品を新発売しました。

中華まん類では、量販店販路向け「肉まん」「あんまん」などを電子レンジでそのまま温められる個包装の簡

便性を訴求し通年販売の強化を継続するとともに、「辛肉まん」を発売して春夏期での需要拡大を図りました。

コンビニエンスストア向け商品は、基本商品である「肉まん」「ピザまん」「ごまあんまん」「大入り豚まん」

の改良発売を行いました。

新宿中村屋本店「スイーツ＆デリカBonna」では、「手焼きどらやき」「窯出しフィナンシェ」など店内工房手

づくり商品が好調に推移しました。また、６月12日の「恋と革命のインドカリーの日」より、定番商品である

「新宿カリーパン」「新宿ピロシキ」の揚げたて販売を実施し、お客様からご好評いただきました。

以上のような営業活動を行いましたが、前期に閉鎖した店舗の売上減少等により、菓子事業全体の売上高は

7,186,562千円、前年同期に対し359,803千円、4.8％の減収となり、営業損失は1,241,878千円、前年同期に対し

7,938千円の減益となりました。
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② 食品事業

市販食品では、消費者ニーズに合わせた商品開発を積極的に行いました。レトルトカレーでは、昨年度に新た

なユーザーの獲得を目的に発売した「THE濃厚シリーズ」の第３弾商品「THE濃厚ブラックスパイシーカリー」を

発売し、多様化するニーズに対応しました。中華レトルトでは、大きく市場が拡大する本格志向のレトルト麻婆

豆腐市場において、シェアの獲得に向けて「本格四川」シリーズの「鮮烈麻婆豆腐」を刷新しました。

業務用食品では、中食販路においてコンビニエンスストア向けカレーの拡販を図りました。外食販路において

は、カフェチェーンに対して調理技術を活かしたコラボメニューを開発し、拡販を推進しました。

新宿中村屋本店「レストラン＆カフェManna」「カジュアルダイニングGranna」では、６月12日の「恋と革命の

インドカリーの日」よりスパイスコア技術を生かした「ビリヤニ」を販売し、お客様からご好評をいただきまし

た。

以上のような営業活動を行った結果、食品事業全体の売上高は4,849,530千円、前年同期に対し145,783千円、

3.1％の増収となりましたが、原材料価格の高騰による影響等により、営業利益は316,841千円、前年同期に対し

9,266千円の減益となりました。

③ 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業では、商業ビル「新宿中村屋ビル」において、適切な施設管理による快適な商業空間の提供に

努め、満室稼働を維持しました。

また、武蔵工場（埼玉県入間市）の敷地の一部及び旧東京事業所敷地（東京都渋谷区）から地代収入を得るこ

とで、保有する土地を有効に活用しました。

以上のような営業活動を行いましたが、一部店舗の賃料改定の影響により、売上高は459,677千円、前年同期に

対し7,149千円、1.5％の減収、営業利益は225,529千円、前年同期に対し17,093千円の減益となりました。

 

(2) 財政状態の概況

当中間会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少899,086千円、売掛金の減少522,621千円等がありまし

たが、土地の増加1,422,355千円、投資有価証券の増加1,276,949千円、商品及び製品の増加1,077,344千円等によ

り、前事業年度末に比べ2,779,850千円増加し、46,288,803千円となりました。

負債は、退職給付引当金の減少205,319千円、資産除去債務の減少150,986千円等がありましたが、長期前受収益

の増加3,317,047千円、買掛金の増加419,423千円等により、前事業年度末に比べ3,643,725千円増加し、20,114,730

千円となりました。

純資産は、中間純損失1,327,419千円等による利益剰余金の減少等により、前事業年度末に比べ863,874千円減少

し、26,174,073千円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ、899,087千円減少し、1,716,580千円と

なりました。

区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,207,450千円の収入（前年同期は587,492千

円の収入）となりました。これは主に、税引前中間純損失△1,863,499千円、棚卸資産の増加額△1,459,283千円

等があったものの、長期前受収益の増加額3,317,047千円、減価償却費885,788千円、売上債権の減少額522,621千

円等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,055,711千円の支出（前年同期は559,802千

円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出△1,927,973千円等があったことによるも

のです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、50,825千円の支出（前年同期は8,016千円の収

入）となりました。これは主に、短期借入金の増加額400,000千円等があったものの、配当金の支払額△400,993

千円等があったことによるものです。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間会計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

当中間会計期間の研究開発費の総額は381,062千円であります。

なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【重要な契約等】

当中間会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,904,400

計 19,904,400
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2025年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,976,205 5,976,205 東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であり
ます。

計 5,976,205 5,976,205 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金

増減額

(千円)

資本金

残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年９月30日 － 5,976,205 － 7,469,402 － 6,410,455
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(5) 【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

中村屋取引先持株会 東京都新宿区西新宿六丁目24番１号 675 11.7

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目８番１号 587 10.2

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 279 4.8

三井不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号 180 3.1

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 155 2.7

株式会社ニップン 東京都千代田区麹町四丁目８番地 130 2.3

日東富士製粉株式会社 東京都中央区新川一丁目28番23号 124 2.1

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 115 2.0

中村屋従業員持株会 東京都新宿区西新宿六丁目24番１号 98 1.7

株式会社セブン－イレブン・
ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８ 70 1.2

計 ― 2,414 41.8
 

 
(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
　普通株式

200,500 － －

完全議決権株式(その他) 　普通株式 5,730,000 57,300 －

単元未満株式 　普通株式 45,705 － －

発行済株式総数  5,976,205 － －

総株主の議決権  － 57,300 －
 

（注）１．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権の数３個)

含まれております。

　　　２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式20株が含まれています。

 
② 【自己株式等】

  2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社中村屋

東京都新宿区
新宿三丁目26番13号

200,500 － 200,500 3.4

計 － 200,500 － 200,500 3.4
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 
 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日ま

で)に係る中間財務諸表について、Mooreみらい監査法人による期中レビューを受けております。

 

 
３．中間連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,616,883 1,717,797

  売掛金 4,368,594 3,845,973

  商品及び製品 1,448,739 2,526,083

  仕掛品 44,127 49,101

  原材料及び貯蔵品 2,147,662 2,524,627

  その他 576,334 798,026

  流動資産合計 11,202,339 11,461,607

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 7,332,274 6,969,077

   構築物（純額） 643,621 612,158

   機械及び装置（純額） 2,066,271 2,153,996

   車両運搬具（純額） 978 853

   工具、器具及び備品（純額） 206,009 185,737

   土地 13,072,558 14,494,913

   リース資産（純額） 966,694 852,979

   建設仮勘定 86,969 165,134

   有形固定資産合計 24,375,373 25,434,847

  無形固定資産   

   その他 255,530 471,066

   無形固定資産合計 255,530 471,066

  投資その他の資産   

   投資有価証券 6,529,882 7,806,831

   関係会社株式 536,056 389,221

   前払年金費用 － 182,746

   その他 611,403 544,116

   貸倒引当金 △1,631 △1,631

   投資その他の資産合計 7,675,710 8,921,284

  固定資産合計 32,306,614 34,827,196

 資産合計 43,508,953 46,288,803
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当中間会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,234,747 1,654,171

  短期借入金 － 400,000

  リース債務 91,944 90,878

  未払金 1,357,747 1,546,822

  未払費用 486,192 479,997

  未払法人税等 43,745 52,768

  賞与引当金 696,810 562,730

  その他 564,182 545,087

  流動負債合計 4,475,367 5,332,453

 固定負債   

  リース債務 403,101 379,485

  繰延税金負債 3,713,084 3,562,619

  退職給付引当金 555,552 350,233

  資産除去債務 254,002 103,016

  長期前受収益 6,538,734 9,855,781

  受入保証金 531,166 531,143

  固定負債合計 11,995,638 14,782,277

 負債合計 16,471,006 20,114,730

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,469,402 7,469,402

  資本剰余金   

   資本準備金 6,410,455 6,410,455

   その他資本剰余金 1,688,664 1,688,664

   資本剰余金合計 8,099,120 8,099,120

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 3,072,570 3,035,649

    別途積立金 5,204,932 5,204,932

    繰越利益剰余金 1,044,323 △650,516

   利益剰余金合計 9,321,826 7,590,065

  自己株式 △645,906 △647,824

  株主資本合計 24,244,442 22,510,764

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 2,793,506 3,663,310

  評価・換算差額等合計 2,793,506 3,663,310

 純資産合計 27,037,947 26,174,073

負債純資産合計 43,508,953 46,288,803
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(2) 【中間損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 12,716,937 12,495,769

売上原価 9,063,825 8,943,531

売上総利益 3,653,113 3,552,237

販売費及び一般管理費   

 販売費 ※１  4,318,324 ※１  4,251,745

 一般管理費 ※１  1,191,602 ※１  1,230,623

 販売費及び一般管理費合計 ※１  5,509,926 ※１  5,482,368

営業損失（△） △1,856,813 △1,930,131

営業外収益   

 受取配当金 89,160 112,739

 受取保険金 8,845 4,974

 その他 16,179 19,359

 営業外収益合計 114,185 137,073

営業外費用   

 支払利息 12,193 7,344

 支払補償費 9,000 －

 控除対象外消費税等 7,079 －

 その他 1,481 1,628

 営業外費用合計 29,753 8,972

経常損失（△） △1,772,382 △1,802,031

特別利益   

 資産除去債務戻入益 － 93,185

 特別利益合計 － 93,185

特別損失   

 固定資産除却損 2,992 3,262

 減損損失 4,426 4,557

 関係会社株式評価損 － 146,835

 特別損失合計 7,418 154,653

税引前中間純損失（△） △1,779,800 △1,863,499

法人税、住民税及び事業税 742 14,545

法人税等調整額 △557,319 △550,624

法人税等合計 △556,576 △536,079

中間純損失（△） △1,223,224 △1,327,419
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純損失（△） △1,779,800 △1,863,499

 減価償却費 740,011 885,788

 減損損失 4,426 4,557

 資産除去債務戻入益 － △93,185

 賞与引当金の増減額（△は減少） △290,951 △134,080

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △348,304 △205,319

 前払年金費用の増減額（△は増加） － △182,746

 受取利息及び受取配当金 △89,198 △113,244

 支払利息 12,193 7,344

 為替差損益（△は益） 42 689

 有形固定資産除却損 2,992 3,262

 関係会社株式評価損 － 146,835

 売上債権の増減額（△は増加） 819,335 522,621

 棚卸資産の増減額（△は増加） △1,586,275 △1,459,283

 仕入債務の増減額（△は減少） 225,190 419,423

 未払金の増減額（△は減少） 29,512 82,921

 未払消費税等の増減額（△は減少） △181,931 △127,980

 前受収益の増減額（△は減少） 118,027 117,736

 長期前受収益の増減額（△は減少） 3,317,047 3,317,047

 その他 △274,599 △250,009

 小計 717,717 1,078,877

 利息及び配当金の受取額 86,493 111,942

 利息の支払額 △12,132 △7,344

 法人税等の支払額 △204,586 △11,436

 法人税等の還付額 － 35,411

 営業活動によるキャッシュ・フロー 587,492 1,207,450

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の払戻による収入 928 －

 有形固定資産の取得による支出 △457,002 △1,927,973

 無形固定資産の取得による支出 △64,923 △169,934

 投資有価証券の取得による支出 △6,549 △6,986

 投融資による支出 △37,939 △911

 投融資の回収による収入 17,494 50,093

 資産除去債務の履行による支出 △11,810 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △559,802 △2,055,711

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000 400,000

 リース債務の返済による支出 △44,365 △47,914

 自己株式の取得による支出 △1,218 △1,918

 配当金の支払額 △346,401 △400,993

 財務活動によるキャッシュ・フロー 8,016 △50,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,689 △899,087

現金及び現金同等物の期首残高 1,136,514 2,615,667

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  1,172,203 ※１  1,716,580
 

EDINET提出書類

株式会社中村屋(E00372)

半期報告書

12/21



【注記事項】

(中間損益計算書関係)

業績の季節的変動

当社の売上高は、主力商品の特性から冬季に需要が高く、上半期(４月～９月)と下半期(10月～３月)の業績に季

節的変動が生じております。

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 前中間会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

荷造運搬費 1,583,881千円 1,531,722千円

役員報酬・従業員給料 1,849,123千円 1,837,735千円

賞与引当金繰入額 322,582千円 324,808千円

退職給付費用 14,388千円 18,747千円
 

 
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 前中間会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

現金及び預金 1,173,440千円 1,717,797千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,236千円 △1,217千円

現金及び現金同等物 1,172,203千円 1,716,580千円
 

 
(株主資本等関係)

前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 
１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月27日
定時株主総会

普通株式 348,415 60.00 2024年３月31日 2024年６月28日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 
当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

 
１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月27日
定時株主総会

普通株式 404,341 70.00 2025年３月31日 2025年６月30日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(持分法損益等）

１．関連会社に関する事項

  　（単位：千円）

 前事業年度
(2025年３月31日)

当中間会計期間
(2025年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 405,035 258,201

持分法を適用した場合の投資の金額 311,111 258,201
 

 
  　（単位：千円）

 前中間会計期間
(自　2024年４月１日
至　2024年９月30日)

当中間会計期間
(自　2025年４月１日
至　2025年９月30日)

持分法を適用した場合の投資損失（△）の金額 △45,513 △23,301
 

 

２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

 

報告セグメント
合計

菓子事業 食品事業
不動産
賃貸事業

売上高     

一時点で移転される財又は
サービス

7,546,365 4,703,747 － 12,250,112

顧客との契約から生じる収益 7,546,365 4,703,747 － 12,250,112

その他の収益 － － 466,826 466,826

外部顧客への売上高 7,546,365 4,703,747 466,826 12,716,937

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 7,546,365 4,703,747 466,826 12,716,937

セグメント利益又は損失(△) △1,233,940 326,107 242,622 △665,211
 

(注) その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整

に関する事項)

(単位：千円)

利　　益 金　　額

報告セグメント計 △665,211

全社費用(注) △1,191,602

中間損益計算書の営業損失(△) △1,856,813
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「菓子事業」セグメントにおいて1,201千円、「食品事業」セグメントにおいて、3,225千円の減損損失を計上

しております。なお、当該減損損失の計上額は、当中間会計期間において4,426千円であります。
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Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:千円)

 

報告セグメント
合計

菓子事業 食品事業
不動産
賃貸事業

売上高     

一時点で移転される財又は
サービス

7,186,562 4,849,530 － 12,036,092

顧客との契約から生じる収益 7,186,562 4,849,530 － 12,036,092

その他の収益 － － 459,677 459,677

外部顧客への売上高 7,186,562 4,849,530 459,677 12,495,769

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － －

計 7,186,562 4,849,530 459,677 12,495,769

セグメント利益又は損失(△) △1,241,878 316,841 225,529 △699,508
 

(注) その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入であります。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整

に関する事項)

(単位：千円)

利　　益 金　　額

報告セグメント計 △699,508

全社費用(注) △1,230,623

中間損益計算書の営業損失(△) △1,930,131
 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「菓子事業」セグメントにおいて2,751千円、「食品事業」セグメントにおいて、1,806千円の減損損失を計上

しております。なお、当該減損損失の計上額は、当中間会計期間において4,557千円であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 
(１株当たり情報)

１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前中間会計期間

(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)

当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)

   １株当たり中間純損失金額(△） △210円65銭 △229円81銭

    (算定上の基礎)   

   中間純損失金額（△）(千円) △1,223,224 △1,327,419

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

   普通株式に係る中間純損失金額（△）(千円) △1,223,224 △1,327,419

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,806,789 5,776,075
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
　

2025年11月10日

株式会社中村屋

取締役会　御中

 

Mooreみらい監査法人

東京都千代田区
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　　村　　智　　明  

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 宇 田 川　　和　　彦  

 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社中村屋

の2025年４月１日から2026年３月31日までの第105期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記につ

いて期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、株式会社中村屋の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され

る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当

監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務

諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付け

る。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかど

うかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以 上

 
 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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